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資料１ 岡山市営住宅の現状（2021年 10月決算審査資料から） 

資料２ 募集と応募にミスマッチがある？（同資料から菅原作成） 

 団地数 募集戸数(A) 申込者数(B) (A)－(B) 

１倍以上 ２６ ２３８ １１１７ ― 

１倍未満 ８ １２２ ２８ ９４ 

応募なし １２ ５３ ０ ５３ 

計 ４６ ４１３ １１４５ １４７ 
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資料３ 多数回落選に対する政令市の対応（各市 HPから菅原作成） 

 

都市名 多数回落選者への優遇措置 
定期募集で応募が満たなか

った等の場合への対応 

札幌 有 
連続 2 年目から 12 年目まで抽選回数を段
階的に増加 

短期募集、通年募集 

仙台 有 
ポイント方式の選考時に、1 年で 3 回以上
落選に対してポイントを加算 

随時募集 

さいたま 有 
連続５回以上落選世帯は当選確率を優遇 随時募集 

千葉 有 
１～３回（３回以上は３回と同）の落選回
数に応じて抽選回数を増やす 

再募集（＝二次募集） 

川崎 有 
5年以上落選で優遇倍率を 30倍 常時募集 

横浜 有 
当選率を、連続 5回申込で 10倍、連続 6回
以上申込で 20倍 

※空家住宅のあっせんによ
る申し込み有 

相模原 有 
多数回落選に倍率優遇 2倍（最大 3倍） 常時募集 

新潟 有 
6回以上落選に抽選回数 1回追加 特別募集（＝常時募集） 

静岡 有 
過去 2 か年度の募集で各年度 1 回ずつ以上
抽選にはずれた世帯に抽選回数＋１ 

随時（先着順）募集 

浜松 有 
3回以上落選で当選確率最大 2倍 常時募集 

名古屋 有 
一定期間内の落選回数が 20 回以上である
などに対して抽選回数を優遇 

先着順募集（＝二次募集） 

京都 有 
11回以上落選で優先選考 随時募集 

堺 有 
2回以上の落選で抽選回数を段階的に増加  

大阪 有 
11回以上落選限定の募集 随時募集 

神戸 有 
4回以上落選で倍率優遇を段階的に増加 常時募集 

岡山 無 
 二次募集 

広島 有 
4回以上落選で抽選回数を段階的に増加  

福岡 有 
4回以上落選で抽選回数を段階的に増加  

北九州 有 
3回以上落選で抽選回数を段階的に増加 先着順募集、常時募集 

熊本 有 
過去 3 か年度連続して全て落選で抽選回数
を段階的に増加 

二次募集 
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  資料４ 家賃決定における収入の取扱い（質問主意書及び答弁書から抜粋） 

答弁書 

（2022年 4月 22日 内閣参質 208第 35号） 

 

二について 

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、公営住宅法（昭和 26年法律第 193

号）第 16条第 1項に規定する入居者からの収入の申告において、公営住宅の入居

者は、公営住宅法施行規則（昭和 26年建設省令第 19号）第 7条第 2項の規定に

基づき、当該入居者及び同居者の所得金額を証する書類等を、同条第 1項の規定に

より提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示しなければならないとさ

れている。 

その上で、公営住宅の事業主体の判断により、公営住宅の入居者及び同居者が受

給した持続化給付金等を、「公営住宅法施行令第 1条第 3号の収入認定の特例に

ついて」（昭和 36年 3月 6日付け住発第 56号建設省住宅局長通知）における「退

職所得、譲渡所得、一時所得、雑所得その他の所得のうち一時的な収入（おおむね 1

年以内の期間ごとに継続的に得る収入でないもの）に該当するものと取り扱い、所得

金額の認定に当たって当該持続化給付金等の額を除くこととすることは可能である。 

公営住宅入居者の家賃の決定における収入算定に関する質問主意書 

（山添拓 2022年 4月 12日 第 208回国会質問第 35号） 

 

二 都道府県をはじめ公営住宅の事業主体に置いて、次に掲げる取扱いは可能か。

「公営住宅法施行令第 1条第 3号の収入の認定の特例について」（1961年 3月 6

日住発第 56号）にも言及の上で、政府の認識を示されたい。 

１ 入居者が収入を申告する際、国や都道府県等のコロナ対策としての給付金や協力

金等の受取額を適切な形で明記した上で、家賃決定の基礎となる「所得金額」として

は、これら給付金や協力金等を予め除いた額を収入として申告すること。 

２ 入居者が収入を申告する段階では、所得税法に基づく所得金額を収入として申

告した上で、家賃決定の基礎となる「所得金額」の認定に際して、国や都道府県等の

コロナ対策としての給付金や協力金等を除外した金額とすること。 
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資料５ 種別ごとの障害者数（岡山市障害者プラン等から菅原作成） 

 

7,981 8,010 

3,877 3,677 

3,140 3,117 

6,108 5,717 

1,514 
1,598 

1,333 
1,282 

2015年度 2019年度

身体障害者

1級 2級 3級 4級 5級 6級

470 461 

2,931 3,484 

1,451 
2,647 

2015年度 2019年度

精神障害者

1級 2級 3級

 

1,962 2,095

3,556 4,083

2015年度 2019年度

知的障害者

療育A 療育B


